
平成28年度第３次湖西市男女共同参画推進計画進捗状況報告　 資料１

出典 現状（平成27年度） 目標（平成32年度） 実績（平成28年度）

市民協働課 ６９．４％ ８０．０％ -

事業・
施策名

内容 担当課 実績 評価 今後の展開

地域福祉課

人権教育に関する指導者研
修や、在任年数に応じた研修
会等に積極的に参加してい
る。

各種研修会に参加すること
によって、地域の諸問題に
対応することができている。
また、女性ならではの視点
によって、さらにきめ細やか
な対応もできている。

今後も引き続き、各種研修
会へ積極的に参加し、また
人権に関する講演会や研
修会等の開催を計画してい
く。

６月に男女共同参画週間記念
イベントとして、久保ひとみ氏
と市民活動センター事務局長
を招き、「みんなを笑顔にする
ワーク・ライフ・バランス」を開
催した。

トークセッションという形態
をとることで参加者の思い
がリアルタイムに共有でき
た。またアンケートの結果
からも満足度が高く、ワー
ク・ライフ・バランスについて
考えるきっかけづくりにつな
がった。

男女共同参画に関するテー
マを取り扱った講演会を継
続して開催する。

６月と10月に静岡大学、湖新
楽交流会と連携して男女共同
参画地域セミナーを実施し
た。

広く市民を対象に開催した
が、防災についてのセミ
ナーは特に関心が高かっ
た。

実際のニーズに合っていな
いという意見も見られたた
め、改善を検討したい。

１月に危機管理課と共同で自
主防災会や地域防災指導員
に関係する女性を対象に女性
のための防災講座を開催し
た。

女性限定で行ったことで災
害発生時に本当に注意しな
ければならないことについ
て活発な意見交換を行うこ
とができた。

今後も危機管理課と協力し
て開催する。

広告媒体による
広報・啓発

ウェブ媒体を用いた
情報発信や報道機関
への情報提供など、
あらゆる世代に対し
て、様々な媒体や機
会を通した広報・啓発
活動を行います。

市民協働課

年間を通してウェブサイト、広
報こさい、市役所だより、モニ
ター広告等により広報啓発活
動を行った。年度末には平成
28年度の男女共同参画事業
をまとめたチラシを各戸にて
回覧した。

特に男女共同参画事業を
まとめたチラシを各戸回覧
したことは新たな取り組み
であり、男女共同参画の実
績を報告する機会となっ
た。

フェイスブック等SNSも活用
しながら幅広い世代に広報
をする。

基本目標１　男女の人権の尊重

基本施策　男女共同参画と人権尊重の意識づくり

講演会や講座
などの実施

企業・団体・市民・教
育関係機関など広い
範囲を対象に、男女
共同参画や人権の尊
重に関する講演会や
講座などを実施しま
す。

（１）人権尊重と男女共同参画社会に向けた広報・啓発活動の推進と学習機会の提供

＜目標指標＞

＜施策の方向＞

指標

「男女共同参画社会」の言葉・考え方
の認知度

市民協働課
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出典 現状（平成27年度） 目標（平成32年度） 実績（平成28年度）

市民協働課 ４．７％ 半減（２．３％） -

市民協働課 ７．４％ 半減（３．７％） -

事業・
施策名

内容 担当課 実績 評価 今後の展開

DV、各種ハラス
メントの防止の
啓発、情報提供

パープルリボン・プロ
ジェクトの実施や、モラ
ル・ハラスメント、マタニ
ティー（パタニティー）・
ハラスメント、デートDV
など各種ハラスメントに
対する正しい知識を市
民が持つことができるよ
う啓発・情報提供を行
います。
また、男性がDVや各種
ハラスメントの防止活動
に積極的に参加できる
よう、啓発活動を行いま
す。

市民協働課

11月にパープルリボンプロジェ
クトを実施し、市内イベントや
公共施設にて啓発物やチラシ
を1200部配布した。また、市役
所で懸垂幕を設置、市内各所
にのぼり旗を設置することで月
間の周知を行った。
また、図書館に設置したパープ
ルリボン・メッセージボードには
市民からの声も多く書き込まれ
ていた。
月間以外ではハラスメントにつ
いてのチラシを作成し、男女共
同参画地域セミナーやその他
イベントにおいて配布すること
で周知啓発を行った。

啓発物を配布する際にパー
プルリボン・プロジェクトに
ついて知っていると答える
市民が増えてきたことから、
市民にも浸透してきている
ことが窺える。
しかし男性がDVや各種ハラ
スメントの防止活動に積極
的に参加できるような啓発
活動については更なる取り
組みが必要である。

パープルリボン・プロジェク
トは今後も継続して行う。
男性への活動啓発につい
ては何らかのアプローチを
していく。

事業・
施策名

内容 担当課 実績 評価 今後の展開

DV、各種ハラス
メントに関する
相談事業

DVや様々なハラスメン
ト相談に対応できる相
談窓口を設置し、相談
しやすく、個人のプライ
バシーに配慮した相談
事業を実施します。

市民協働課
女性相談を毎月第１～４木
曜日（祝日を除く）を実施。
年間30件の相談があった。

平成27年度と比較すると件
数が増えている。潜在的な
女性の悩みに対応できるよ
うに継続的に周知・啓発を
行う必要がある。

女性のプライバシーに配慮
した周知啓発を行う（広報こ
さい今月の相談ページに毎
月掲載、女性相談によるコ
ラムを隔月で掲載、公共施
設の女性トイレへ宣伝カー
ド設置など）。

市民協働課

女性相談において相談内
容に応じた関係機関の紹介
をした。
女性相談実施日以外に問
い合わせがあった場合は市
民協働課で関係機関の紹
介を行った。

措置等が必要である可能
性があるケースについては
関係機関の紹介、市の関
係部署に連絡する事ができ
た。

今後も継続して適切な関係
機関と連携できるようにして
いく。

子育て
支援課

【相談件数】
　一般相談　　11人　42件
  ＤＶ相談　　  ８人　21件

広報こさいへ毎月掲載し、
相談窓口についてＰＲを実
施した。

各課で行っている女性相談
について統合し、利用者に
とって分かりやすく相談しや
すい体制を作るべきであ
る。

長寿介護課
市女性相談窓口や地域包
括支援センター等と連携し
ている

早期発見、スムースな連携
がとれている

さらなる早期発見ができる
体制を検討していく

基本目標２　男女間のあらゆる暴力の根絶

基本施策　男女間のあらゆる暴力の根絶

関係機関との
連携による早期
発見体制の整
備

県の女性相談センター
など関係機関との連携
体制を構築し、DVや各
種ハラスメントを早期発
見できる体制を整備し
ます。

（１）ドメスティック・バイオレンス、各種ハラスメントなどの防止に向けた広報・啓発

＜目標指標＞

指標

セクシュアル・ハラスメントを受けたこと
がある人の割合

＜施策の方向＞

ドメスティック・バイオレンスを受けたこと
がある人の割合

（２）相談体制の充実と関連機関との連携
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出典 現状（平成27年度） 目標（平成32年度） 実績（平成28年度）

市民意識調査 ４１．７％ ５０．０％ ５９．０％

事業・
施策名

内容 担当課 実績 評価 今後の展開

市政情報の収
集と提供

市政における男女共同参画
に関する情報を関係各課と
連携することで収集し、市内
公共施設などへのチラシ、
パンフレット配布を通じて、
市民へ情報提供します。

市民協働課

商工観光課委託事業「キ
ラッとウーマン＠こさい」で
開催されるセミナーについ
て周知を行った。

他課の男女共同参画に関
する事業についても周知広
報をする事ができた。

今後も情報を収集し、周知
につなげていく。

市外情報の収
集と提供

国・県、先進事例を持つ自
治体の情報を収集し、市役
所だよりなどを通じて、市民
へ情報提供します。

市民協働課

他市町の男女共同参画事
業に関するチラシの配架、
ポスターの掲示を行った。
女性相談員コラムにおいて
国の情報等を発信した。

市役所だよりを利用した先
進事例の周知については
不十分であった。

先進事例を市役所だより等
に掲載するほか、公共施設
においてポスターを掲示す
るなど周知に努める。

事業・
施策名

内容 担当課 実績 評価 今後の展開

意識調査の実
施

市民の男女共同参画に対
する認知度や理解度、ニー
ズを把握するために、意識
調査を行います。

市民協働課

企画政策課で実施する市
民意識調査に男女共同参
画に関する質問を３問掲載
した。

どの設問も前回より改善傾
向にあったため、市民・行
政双方に男女共同参画の
考え方が浸透しつつあるこ
とを把握する事ができた。

平成30年度以降に市民の
最新の考えを把握するため
に市民協働課で独自の市
民意識調査を行う。

先進事例の研
究

男女共同参画に関する先
進的な事例の情報を収集
し、市政への反映を検討し
ます。

市民協働課

湖新楽交流会事務局として
島田市を視察した。先進的
な島田市の職員や男女共
同参画啓発推進員と交流し
た結果、担当課としても啓
発情報誌等の発行を検討
した。

市民自らが情報を発信する
ことで男女共同参画の考え
方が浸透しやすくなることを
学んだ。

29年度では予算が確保で
きなかったため、実現でき
なかったが、市民が自ら学
び、発信する仕組みを作り
たい。

（１）男女共同参画に関する情報収集・提供の推進

（２）男女共同参画に関する調査・研究と推進

基本目標３　制度及び慣行への配慮

基本施策　男女共同参画の視点に立った制度や慣行の見直し
＜施策の方向＞

「男は仕事、女は家庭」との男女の固定的な
役割分担に同感しない人の割合

＜目標指標＞

指標
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事業・
施策名

内容 担当課 実績 評価 今後の展開

６月に男女共同参画週間
記念イベントとして、久保ひ
とみ氏と市民活動センター
事務局長を招き、「みんなを
笑顔にするワーク・ライフ・
バランス」を開催した。
（再掲）

トークセッションという形態
をとることで参加者の思い
がリアルタイムに共有でき
た。またアンケートの結果
からも満足感が高く、ワー
ク・ライフ・バランスについて
考えるきっかけづくりにつな
がった。

男女共同参画に関する
テーマを取り扱った講演会
を継続して開催する。

６月と10月に静岡大学、湖
新楽交流会と連携して男女
共同参画地域セミナーを開
催した。（再掲）

広く市民を対象に開催した
が、防災についてのセミ
ナーは特に関心が高かっ
た。

実際のニーズに合っていな
いという意見も見られたた
め、アンケート調査や聞き
取り調査の改善を行う。

学校教育課

性にかかわる内容(両性の
尊重、性差別、ジェンダー、
ともに生活しやすい環境
等）を学活、保健、道徳等で
実践した。日常の学校生活
においても両性を大切にし
ている。

児童生徒の発達段階に応
じた男女の人権尊重と男女
平等についての必要な知
識、理解や態度の育成をす
ることができた。

男女共同参画に関する理
解を促進する研修の継続。

幼児教育課

　毎年１回、人権擁護委員
による人権教室を開催して
いる。平成28年度は、市内
公立幼稚園(６園)、保育園
(３園)及び私立保育園(３園)
において560人の園児を対
象として開催した。

　「思いやりの心をもつ」
　「言葉の大切さ」
　「命を大切にする」
ことを紙芝居や人形を用い
て幼児にもわかりやすく知
らせている。

　未実施の私立保育園(１
園)及びこども園(１園)でも
実施して人権意識の啓蒙
に努める。

地域福祉課

人権問題啓発事業補助金
を市民協働課へ紹介し、イ
ベントを実施。併せて人権
問題について周知広報を
行った。

子どもたちが遊ぶ事ができ
るマスコットなどにより、幼
少期へも人権問題の周知
を図ることができた。

今後も継続する。

市民協働課

湖新楽交流会として父親・
祖父・子どもの家事参加の
促進を目指した「父子（おや
こ）でお料理大作戦！」を開
催した。

11組の父子が参加し、家事
参画へのきっかけを作る事
ができた。子ども、父親、祖
父の各ライフステージでの
啓発ができた。

今後も継続する。

男女平等や性に対する意
識の教育など、男女共同参
画の視点に立った教育をラ
イフステージに合わせて実
施します。

男女共同参画
の視点に立った
教育の推進

（３）家庭・職場・地域・教育などの場面での制度や慣行の見直し

市民協働課
講習会や講座
などによる意識
づくり

市民があらゆる場面での男
女共同参画に対する意識を
持てるよう、男女共同参画
週間での講演会の実施や
定期的なセミナーを開催し
ます。
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出典 現状（平成27年度） 目標（平成32年度） 実績（平成28年度）

市民協働課 ３３．８％ ４０．０％ ３２．６％

市民意識調査 ２３．０％ ３０．０％ ２４．８％

危機管理課 ２／６０地区 １０／６０地区 ２/６０地区

事業・
施策名

内容 担当課 実績 評価 今後の展開

市民協働課

湖新楽交流会の女性を各
課の委員会等の委員に推
薦した。
・湖西市防災会議
・旅館建築審査会
・ごみ減量市民会議

庁内に向けての周知啓発
が不十分であった。

積極的な周知を行うこと
で、庁内に向けて女性委員
の更なる登用を促す。

契約管財課

取組なし（所管する審議会
等の委員は、充て職として
いるため）
・土地開発公社
・建設業者等選定委員会
・公正入札調査委員会
・契約審査委員会

これらの委員については、
充て職が妥当と考えられ
る。

変更予定なし。

企画政策課
委員の任期が継続中のた
め、実績としては現状維持
であった

新たに委員を選任するにあ
たっては、女性を積極的に
登用するよう心がけている

女性の意見を反映させたい
ことから、今後も積極的に
女性の委員を選任していく

秘書広報室

表彰審査委員会
H28年度　委員7名中2名が
女性
（7人中1人は市長）

基本的に市内の各種団体
の役職者と教育委員の方
に依頼をしている。女性の
意見も取り入れるために新
居町婦人会の会長にお願
いした。また、女性の意見
を取り入れたいとの思いか
ら教育委員の中でも女性の
方に依頼をした。

今後も女性の意見を取り入
れるために最低2人は女性
となるように委員を依頼し
ていく予定である。

環境課

湖西市環境審議会委員の
委嘱を平成２８年２月１７日
に委嘱しており９名中２名
が女性である。

女性自治会長ならではの
視点で意見を言っていただ
き、有意義であった。

次期改選でさらに女性の委
員登用に努める。

（１）審議会・委員会などへの女性の参画推進

市の審議会な
どへの女性の
積極的な登用

各種審議会などに女性
が登用されるよう各課
に依頼を行うなど、各
種審議会などに女性が
登用される環境を整備
します。また、各種審議
会などへの女性の積極
的な登用に全課で取り
組みます

基本目標４　男女が対等に参画する機会の確保

基本施策１　政策・方針決定の場へ女性の参画促進

＜目標指標＞

指標

審議会などの女性委員の割合

自主防災会の役員に女性がいる地区

＜施策の方向＞

行政に女性の意見が反映されていると
思う人の割合
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・介護認定審査会について
は取り組みなし。

・介護認定審査会は女性委
員が５６．３％で過半数を占
めているため、改善は不
要。

・介護認定審査会は平成29
年度から女性委員が１名増
加し、１０／１６名となった。

・地域包括支援センター運
営協議会及び湖西高齢者
プラン推進委員会（同一委
員）
女性の委員登用のための
取組はしていない。

女性委員が４５．５％となっ
ており、改善不要。

２８年度から３年間委嘱して
いるため、３１年度以降、女
性の委員登用の検討を行
う。

子育て支援課

湖西市子ども・子育て会議
委員定数１５、委員改選を
平成２８年度に行った。基
本的に子ども子育て支援に
関する事業に従事する委
員の９名が女性であり、さら
に公募による女性１名。計
１０名が女性である。

男性５名、女性１０名と会議
の性質上、バランスのとれ
た良好な状態にある。

子ども子育て支援計画の
進捗状況等の確認をしてい
ただき更なる充実を図る。

学校教育課

各人の経験に照らして業務
量の適正を図ることや、ひ
とりひとりの強み、専門性
等をバランス良く生かすと
いう観点を大切にし、男女
ともに各種審議会・委員会
に参加することのできる体
制となっていた。

男女で偏ることなく参加し、
課内で事後の情報共有や
方向性を打ち出す際は男
女ともがフラットな立場で意
見交換をすることができ
た。

性差で機械的に役割を分
担するのではなく、個々の
持ち味を生かし、職場の雰
囲気を活性化させて業務の
成果を挙げるために男女で
偏ることなく会合等に参加
する体制を今後も継続して
いく。

スポーツ
・文化課

取り組みなし
参考
・関所史料館運営委員会
0/5
・文化財保護審議委員0/5
・関所整備委員0/4
・スポーツ推進委員5/12
・ジュニアスポーツ推進委
員1/17

性別にこだわらず、有識
者、技能者を委員としてい
る。

今後も性別にこだわらず有
識者、技能者の登用をして
いく。

図書館

図書館運営協議会委員の
任期は平成27年度から平
成28年度までの２年間。
委員７名中女性委員６名。

女性目線による意見を述べ
てもらうなど、円滑な図書
館運営に資することがで
き、良好な結果だった。

女性委員の登用について
引き続き努めていきたい。

新居支所

新居地域センター運営委員
会委員の任期は平成27年
度から平成28年度までの２
年間。
委員６名中女性２名

評価なし ６名中２名を維持する。

病院管理課
平成28年度病院改革プラ
ン策定委員会に1名女性委
員が参加。

病院経営に女性の視点を
取り入れることができた。

平成29年度以降も同様に
委員会に参加いただく。

長寿介護課

市の審議会な
どへの女性の
積極的な登用

各種審議会などに女性
が登用されるよう各課
に依頼を行うなど、各
種審議会などに女性が
登用される環境を整備
します。また、各種審議
会などへの女性の積極
的な登用に全課で取り
組みます
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事業・
施策名

内容 担当課 実績 評価 今後の展開

各種団体など
における女性
の雇用促進

女性雇用に対する意識
啓発のために、企業や
市民団体を対象に出前
講座を実施します。

市民協働課

１件実施。
本市の男女共同参画に関
する現状について出前講
座を実施した。

湖西市の男女共同参画に
関する現状を伝えられたと
共に、教育現場での男女共
同参画の状況等について
意見交換を行うことがで
き、双方にとって実りある出
前講座となった。

継続する。

事業・
施策名

内容 担当課 実績 評価 今後の展開

人材発掘・育成
のための学習
機会・情報提供

静岡県主催の人材育
成講座に受講生を派遣
するなど、女性の人材
育成に関して学ぶ場を
提供します。

市民協働課
県主催の女性政策塾の広
報を行ったが、志望者は現
れなかったため、実績なし。

周知広報が不十分であっ
たと考えられる。

市民に周知をするほか、女
性団体等に周知を依頼して
いく。

事業・
施策名

内容 担当課 実績 評価 今後の展開

地域の担い手
育成

男女共同参画に関する
情報を地域活動団体に
提供したり、男女共同
参画に関する各種講座
を実施したりすること
で、地域活動の担い手
を育成します。

市民協働課

湖新楽交流会へ男女共同
参画に関する情報誌等の
提供、２回の地域セミナー
などを通して男女共同参画
の意識の浸透を目指した。

地域セミナーでは、防災や
固定的性別役割分担意識
に対して男女共同参画の
視点を取り入れており、参
加者に意識の啓発を行うこ
とができた。

地域セミナーがより地域の
ニーズに合ったものとなる
ように静岡大学と連携を深
めていく。

事業・
施策名

内容 担当課 実績 評価 今後の展開

地域活動団体
などへの支援

助成や情報提供によ
り、地域活動団体など
を支援します。

市民協働課

男女で築く地域づくり事業
委託で、企画提案型の公
募を行い、受託した団体が
男女共同参画フューチャー
セッションを開催した。

民間の発想を取り入れるこ
とで幅広い世代の市民が
地域の男女共同参画の課
題について考える事ができ
た。

今後も公募委託を実施して
いく。

市民活動センターを情報発
信の場として、あざれあ交
流会議など男女共同参画
に関する団体の事業の周
知広報を行った。
また、男女共同参画に関す
る相談が１件あった。

男女共同参画に関する情
報の周知を行うことができ
た。
関係団体との連携は更に
促進した方が良いと考えら
れる。

関係団体との連携の促進
を依頼していきたい。

湖新楽交流会への活動支
援
・男女共同参画地域セミ
ナー（２回）
・視察研修
・読み聞かせ事業（市内公
立幼稚園４園、公立保育園
３園）

地域セミナーや視察研修を
通して男女共同参画の推
進に必要な先進事例等に
触れる事ができた。

活動内容については会員
の意向も汲みながら活動支
援を継続する。

（２）事業所や各種団体などにおける女性の登用促進

（２）地域活動団体などとの連携の推進

（３）女性の人材育成の支援

（１）地域活動への参加促進

地域活動団体
などとの連携

市民活動センターを拠
点として、相談体制の
整備や情報交換を行
い、地域活動団体など
との連携体制を整備し
ます。

市民協働課

基本施策２　地域活動への男女共同参画の促進
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基本施策３　男女共同参画の視点を意識した防災の促進

事業・
施策名

内容 担当課 実績 評価 今後の展開

第１回地域セミナーにおい
て、女性の視点から避難所
運営を考えるワークショップ
を行った。

自治会役員も参加していた
ため、自主防災組織を考え
ていく上で参考になったと
いう意見もあり、効果が
あったと考えられる。

今後も防災に関するセミ
ナーを行っていく。

危機管理課と共催で女性
防災講座（第１回のみ）を
開催した。

第１回のみ連携して開催し
たが、女性だけで開催する
ことで災害時に女性が直面
する困難について率直な意
見交換が行われていた。市
民への啓発につながった。

今後も危機管理課と連携し
て女性防災講座を開催す
る。

危機管理課

女性防災講座を２回実施し
た。（第1回目は、静岡大学
池田教授を招き、避難所生
活が長期化する場合、男女
のニーズの違い、妊産婦、
乳幼児、食事制限のある人
などの多様なニーズ、単身
女性、外国人など声をあげ
にくい人のニーズを把握し
てもらうことの大切さ等を学
んだ。）
（第2回目は、防災紙芝居
やサランラップを使った防
災グッズ等を作りし、過去
の災害で実際に役立った
事柄などを紹介した。）

受講者アンケートで「継続し
て行ってほしい」など高評
価を得た。

平成29年度３回実施予定

市民協働課
危機管理課と共催で女性
防災講座（第１回のみ）を
開催した。（再掲）

初めての試みだったが、活
発な意見交換がされてお
り、自主防災組織における
女性の視点の必要性につ
いて理解を促すことができ
た。

この講座で意識が高くなっ
た女性が自主防災組織で
活躍することを期待する。

危機管理課
女性防災講座を２回実施し
た。（再掲）

受講者アンケートで「継続し
て行ってほしい」など高評
価を得た。

平成29年度３回実施予定

市民協働課
湖新楽交流会会長に湖西
市防災会議の委員を依頼
した。

意思決定の場に女性の登
用をする事ができ、女性な
らではの視点が意思決定
の場で生かされたと考え
る。

今後も紹介したい。

危機管理課
市防災会議に湖新楽交流
会長を委員として登用して
いる

今後も積極的に登用を呼
びかけたい

今後も積極的に登用を呼
びかけたい

防災に関する
意思決定機会
への女性参画
の促進

市の防災担当部署にお
ける女性の積極登用
や、防災会議など防災
における重要な意思決
定の場への女性登用を
推進します。

地域における
防災活動への
女性参画の促
進

地域の防災活動に女
性が参画できる機会を
得られるよう、自主防
災会などに啓発活動を
行います。

セミナーや研修
による啓発

（１）男女双方の視点を取り入れた防災体制の実施

男女共同参画の視点を
取り入れた防災に関す
るセミナーや研修を実
施します。

市民協働課
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出典 現状（平成27年度） 目標（平成32年度） 実績（平成28年度）

市民協働課 １７事業所（２６年度） ２５事業所 ３３事業所

市民意識調査 ４６．２％ ４０．０％以下 ４５．０％

育児休業 １６．８％ ２５．０％ -

介護休業 １３．２％ ２０．０％ -

事業・
施策名

内容 担当課 実績 評価 今後の展開

商工観光課

女性活躍推進とWLBをテー
マに、企業向けセミナーの
実施。プラスワン休暇につ
いて市役所だよりで広報。

参加者112名へのアンケー
トの結果、満足度が高く、
「今すぐにでも取組みたい」
が64％であった。実効性の
ある情報が発信できた。

H28年度新設の「湖西市中
小企業女性活躍促進事業
費補助金」は、社内での普
及啓発も補助対象事業で
あるため、制度の活用も促
していく。

市民協働課

７月にモニター広告におい
てワーク・ライフ・バランス
について周知・広報を行っ
た。

ロールモデルの紹介につい
ては不十分であった。

ロールモデルの紹介等を
行っていきたい。

広報誌や中小企業対象
のメールマガジンなどを
通じて、広報・啓発を行
います。また。広報・啓
発においては、必要性・
有効性を広報・啓発す
るだけでなく、ワーク・ラ
イフ・バランスのロール
モデルなど、実効性の
ある情報を発信していき
ます。

（１）ワークライフバランスの意識啓発

男女共同参画社会づくり宣言事業所数

＜施策の方向＞

指標

基本目標５　家庭生活と社会生活の両立

基本施策１　仕事と生活の調和の実現のための支援

家庭生活において男性優遇と感じる人の
割合

育児休業・介護
休業を取得しや
すいと答えた割

合

市民協働課

＜目標指標＞

ワーク・ライフ・
バランスの広
報・啓発
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事業・
施策名

内容 担当課 実績 評価 今後の展開

男性の家庭生
活などへの参
画を促す広報・
啓発

男性の家庭生活や育
児、介護などへの参画
を重視した広報・啓発を
行います。

市民協働課

湖新楽交流会として父親・
祖父・子どもの家事参加の
促進を目指した「父子（おや
こ）でお料理大作戦！」を開
催。（再掲）

多くの父子が参加し、家事
参画へのきっかけを作る事
ができた。

時期については検討する
が継続する。

市民協働課

湖新楽交流会として父親・
祖父・子どもの家事参加の
促進を目指した「父子（おや
こ）でお料理大作戦！」を開
催。（再掲）

多くの父子が参加し、家事
参画へのきっかけを作る事
ができた。
無事に開催できたが、真夏
の開催だったため、気温が
高く、熱中症や食中毒の危
険性があるため、時期の検
討は必要である。

時期については検討する
が継続する。

健康増進課 なし
事業実施の必要性がある
ため、次年度より新規事業
実施。

平成２９年度より、父親の
育児参加を推進するため、
プレパパ・プレママ教室を
実施します。

【子育て支援センター事業】
周年記念イベント・季節行
事等の実施。延べ参加人
数3,225人。

【にこにこ子育て支援事業】
市内公共施設５ヶ所で実
施。延べ参加人数7,331
人。

社会教育課

「家庭教育学級」「親子講
座」の一部活動を土曜・日
曜に開催し、父親の参加を
得ている。家庭教育学級で
は、延べ61名の参加。

少数であるが父親の参加
を得られたことは評価でき
る。

引き続き父親参加を促進す
る内容で開催していく。

市民協働課 実績なし
介護については周知する
機会を得る事が不十分だっ
た。

介護に参画する男性の事
例等を用いて周知啓発をし
ていく。

長寿介護課
家族介護支援教室等の開
催

参加者の多くは女性であっ
た

男性が介護へ参画する意
識を高めるための事業を工
夫していく

男性の介護に
関する意識の
醸成

男性が介護に参画して
いる事例の情報発信な
どを通じて、男性の介護
に参画する意識を醸成
していきます。

子育て支援課

市役所だよりや市ウェブサ
イト、館内ポスターにて情
報周知。
遊びをとおした親子のふれ
あいを深めるきっかけ作り
ができた。
子育て家庭・親子同士の交
流の場を提供できた。

現状維持

（2）家事・育児・介護への共同参画の推進

男性を対象とし
た家事講座な
どの実施

男性が家事・育児に参
画できるよう、男性を対
象とした料理教室などを
実施します。

男性の育児力
向上と子育て意
識の醸成

家庭教育サポート講座
の実施や男性が参加し
やすい育児（子育て）に
関するイベントの広報・
実施により育児力の向
上と子育て意識の醸成
を図ります。
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事業・
施策名

内容 担当課 実績 評価 今後の展開

育児・介護休業
制度の広報・啓
発

厚生省の両立支援レベ
ルアップ助成金の事業
所への周知などを通じ
て、育児・介護休業制度
の広報・啓発活動を行
います。

商工観光課

国の「育休プランナー派遣
制度」、表彰制度につい
て、中小企業向けメルマガ
で広報。
市ウェブサイトに育児・介護
休業法へのリンクを掲載。

メルマガと市ウェブサイトだ
けでは、広報・啓発が十分
ではない。

市役所だよりを活用し、広く
広報を行う。
H28年度新設の「湖西市中
小企業女性活躍促進事業
費補助金」は、就業規則の
改正も補助対象事業である
ため、制度の活用も促して
いく。

事業所内保育
施設設置の促
進

事業所内保育施設運営
事業費補助を行うなど、
事業所内保育施設の設
置を促進する。

商工観光課

湖西市事業所内保育施設
運営事業費補助金を1事業
所に交付。企業内主導型
保育事業（国助成制度）の
チラシを事業所に配布し、
広報を実施。

国の新しい助成制度につ
いて、職業能力開発協会の
総会や企業訪問の機会を
活用し、効率的に広報する
ことができた。

国の助成制度との併用が
不可能となったため、市の
補助制度は新規受付を停
止。事業所から相談があっ
た場合には、幼児教育課と
連携し、国制度の紹介等の
対応をする。

市役所内にお
ける男女共同
参画の職場づく
り

女性職員の積極的登用
や性差別のない人事配
置、女性職員のスキル
アップ研修の実施など
により、市役所内におけ
る男女共同参画の職場
づくりを促進します。

総務課

・H28年度（H29年度向け）
採用
　一般事務
　男性3名　女性12名
・ワークライフバランス研修
・ダイバーシティ研修

　職員の意識も少しずつ向
上しており、効果が認めら
れる。

　今後も性別にとらわれな
い採用を行う。また、ワーク
ライフバランス・ダイバーシ
ティ・女性スキルアップ研修
等を通じて、男女共同参画
の職場づくりを行う。

市民協働課

商工観光課委託事業「キ
ラッとウーマン＠こさい」に
ついて県のHPへ掲載依頼
をした。
その他ワーク・ライフ・バラ
ンスセミナーのチラシ配架
を行った。

女性の企業や就業に関す
る情報を市民や県民に周
知する事ができた。

更に情報を収集し、周知を
図るほか、ウェブ上にインタ
ビュー記事等を掲載するな
ど、多様な働き方を支援す
る。

商工観光課

湖西市創業支援事業計画
に基づき、商工会・金融機
関と連携して創業を支援。
（対象は女性に限らない。
連携機関がセミナー等を開
催。）
女性の再就職を支援する
ため、託児サービス付のセ
ミナー・企業見学会・企業
面接会を実施。

創業支援計画連携機関の
支援を受けた女性1名が創
業、再就職支援事業に参
加した女性3名が再就職し
ており、一定の成果はあっ
た。

女性対象の創業支援セミ
ナーの開催も検討してい
く。

（１）男女の多様な働き方を可能にする環境の整備

女性の多様な
働き方に関する

支援

起業や資格取得に関す
る情報提供やセミナー
などを実施することで、
女性の多様な働き方を
支援していきます。

基本施策２　働く場における男女共同参画の促進
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事業・
施策名

内容 担当課 実績 評価 今後の展開

市民協働課

ウェブサイトでの周知広報
を行った。また、11月に宣
言事業所を訪問した。
H28年度は８事業所が宣言
している。

男女共同参画社会づくりに
意欲のある事業所が増え
たことから市内にますます
男女共同参画が浸透してき
ていると考えられる。

ウェブサイトの情報の拡充
を行ったり、周知広報に努
める。

商工観光課

企業訪問や女性活躍推進
事業を活用し、28事業所に
対して制度を広報し、3社の
宣言に結び付いた。

事業アンケートや補助金の
実績報告と併せて宣言書
の提出を依頼することで、
協力を得ることができた。

企業訪問や当課の事業を
活用し、普及促進を継続す
る。

契約管財課

建設工事競争入札参加者
の格付基準により、男女共
同参画社会づくり宣言事業
所に対する加点優遇措置
を実施している。

加点優遇措置に起因する
ものかは不明であるが、男
女共同参画社会づくり宣言
事業者の数については、増
加している。
（制度導入以降、2者増加）

現在の加点優遇措置を継
続していく予定である。

農林水産業な
ど自営業に従
事する女性の
労働条件・労働
環境の整備

家族経営協定推進会議
の開催などにより、新規
協定締結を促進するこ
とで、労働条件・労働環
境の整備を行います。

農林水産課
平成28年度１家族　４人
累計５７家族　１６２人

家族で話し合うことにより就
業条件の整備、経営管理
の充実、家族みんなが経営
参画となった。

新規締結者及び見直し締
結者の掘り起こし。

男女の均等な
雇用機会と待
遇確保の広報・
啓発

男女雇用機会均等月間
に合わせた市広報誌及
び中小企業対象のメー
ルマガジンにより、広
報・啓発活動を実施しま
す。

商工観光課

男女雇用機会均等月間の
報道発表なし。
女性活躍推進とWLBをテー
マに、企業向けセミナーを
実施。女性活躍推進アドバ
イザーを５社に派遣。「湖西
市中小企業女性活躍促進
事業費補助金」を２社に交
付。
企業訪問やメールマガジン
で県のアドバイザー派遣制
度、セミナー、国の表彰制
度について広報。

アドバイザー派遣と補助金
の制度を創設し、事業所に
対しより積極的に働きかけ
ることができた。

アドバイザー派遣制度・補
助金制度は継続して実施。
国・県の女性活躍推進に関
するセミナーや制度も積極
的に広報し、利用を促進す
る。

事業・
施策名

内容 担当課 実績 評価 今後の展開

ひとり親家庭へ
の生活支援の
充実

生活の自立を図るため
に、各種手当の支給や
助成を、ひとり親家庭を
対象に行います。また、
就職に有利な技能資格
の取得に関する情報
や、ひとり親家庭への支
援を行う団体の情報な
どを提供することで、ひ
とり親家庭への生活支
援を充実していきます。

子育て
支援課

【児童扶養手当】
　332人　142,897,900円
【母子家庭等医療費助成制
度】
　210世帯　13,902,555円
【村田光雄奨学金】
　43世帯　47人　2,300,000
円
【湖西市交通遺児等福祉手
当】
　2世帯　240,000円

転入・出生などの住民異動
届出時を捉え、制度内容の
説明、申請受付を行った。

現状維持

（３）ひとり親家庭などへの自立支援

「男女共同参画
社会づくり宣言
事業所」の普及
促進

県との連携や、男女共
同参画社会づくり宣言
事業所に対する建設工
事に係る入札制度にお
ける優遇措置などを周
知することで、「男女共
同参画社会づくり宣言
事業所」の普及促進を
行います。

（2）男女の均等な待遇確保の促進と啓発
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出典 現状（平成27年度） 目標（平成32年度） 実績（平成28年度）

乳がん
（４０～６９歳）

６０．７％
（２６年度）

６５．０％ ６３．７％

子宮頸がん
(２０～６９歳）

５０．６％
（２６年度）

５５．０％ ５５．５％

前立腺がん
（５０～６９歳）

２８．７％
（２６年度）

３５．０％ ３１．３％

市民協働課 - ５０．０％ -

事業・
施策名

内容 担当課 実績 評価 今後の展開

健康増進課
妊婦講座、新生児訪問等で
啓発活動を実施した。

継続実施が必要。
現在の実施内容の他、父
親への啓発の機会を増やし
ていきます。

市民協働課 実績なし
認知度が低い言葉であるた
め、用語の紹介など、周知
広報が必要である。

女性相談員の執筆するコラ
ムやウェブサイト上のペー
ジで取り上げるなどして周
知を図っていく。

健康に対する
意識啓発

各種健康教室の実施や
相談体制の整備により、
健康に対する意識啓発
を行います。

健康増進課

市民健康教室、出前講座
等各種健康教育を実施した
り、定例または随時健康相
談を実施し、健康意識の啓
発を実施した。

継続実施が必要。
今後も継続して健康教育・
相談を実施していく。

総務課
・ハラスメント相談窓口及び
苦情処理委員会の設置
（H25導入、H27拡充）

　常時相談窓口があること
は一定の評価ができる。

　相談の周知等、悩みを相
談しやすい雰囲気づくりの
推進。

市民に対しては、女性相談
事業を実施。また、広報誌
においてコラムを掲載して
女性相談の周知を図った。

女性相談の存在を自然な
形でアピールする事ができ
たほか、相談しやすい環境
を作る事ができた。

今後も継続する。

総務課と連携してハラスメ
ント研修を行った。

アンケート結果より庁内で
の職員の意識が向上したこ
とがわかり、相談しやすい
職場環境の醸成に寄与し
た。

今後も連携して研修を行っ
ていく。

事業・
施策名

内容 担当課 実績 評価 今後の展開

健康増進課

妊婦講座での妊娠・出産に
対する正しい知識の発信の
他、新生児訪問の際に家族
計画について指導を実施し
た。

継続した支援が必要
父親の参加の機会を増や
すよう、今後パパママ向け
の教室を実施。

現在の内容の他、自分たち
の子どもの数、出産間隔等
について自由かつ責任を
持って決定できるよう、各教
室で情報提供していきま
す。

市民協働課 実績なし
健康増進課との連携が不
十分なほか、市内への意識
啓発が必要だった。

健康増進課と連携をとり、
チラシやウェブサイト上での
周知広報を行う。

不妊治療に対
する支援

不妊治療に対する経済
的支援を行います。

健康増進課
特定不妊治療費助成37組
一般不妊治療費助成　9組

継続した支援が必要
今後も継続して支援してい
きます。

＜施策の方向＞

性と生殖に関する健康・権利（リプロダク
ティブ・ヘルス／ライツ）の考え方の認知
度

指標

妊娠・出産に対
する正しい知識
の普及・啓発

妊婦講座などへの父親
の参加促進や、妊娠・出
産に対する正しい知識を
発信していきます。

（１）生涯にわたる心身の健康の保持、増進のための支援

（２）母性保護・母子保健の充実

心身と性に対す
る相談体制の
整備

心身の悩みに対して相
談しやすい環境や性に
対する相談体制を整備し
ます。また、研修を通して
職員の意識や理解を深
めます。

広報誌などを通じた情報
提供や啓発により、性と
生殖に関する健康・権利
（リプロダクティブ・ヘルス
/ライツ）に対する理解に
向けた意識啓発を行い
ます。

性の理解と尊
重に向けた意
識啓発

市民協働課

基本目標６　男女の生涯にわたる心身の健康への配慮

基本施策　生涯にわたる男女の心身の健康支援

＜目標指標＞

男女特有のが
ん検診受診率

健康増進課
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出典 現状（平成27年度） 目標（平成32年度） 実績（平成28年度）

市民協働課 ５件（２６年度） １０件 １件

市民協働課 - ４回 １回

事業・
施策名

内容 担当課 実績 評価 今後の展開

各種相談体制
の整備

在住外国人も男女共同
参画に関する相談がで
きるよう、多言語に対応
した相談窓口を整備し
ます。

市民協働課
女性相談で通訳を利用する
ことはできるが、実績はなし
（問い合わせはあった）。

通訳を利用できるという点
で評価できるが、申請が必
要なため、迅速な対応はと
る事ができない状態であ
る。

専属の通訳は設置できない
ため、今後もこの体制で実
施していく。

在住外国人向
けの情報発信

市民向けに発信する情
報を複数の言語に翻訳
することにより、在住外
国人への情報発信を行
います。

市民協働課
在住外国人へ送付する書
類にルビを振るなどの配慮
を行った。

ルビを振らずに送付するよ
りも内容を理解していただく
事ができた。

今後も継続する。

事業・
施策名

内容 担当課 実績 評価 今後の展開

国際社会の情
報の収集と発
信

国連婦人の地位委員
会に関する情報など、
国際社会における男女
共同参画に関する情報
を収集し、情報発信しま
す。

市民協働課
モニター広告においてジェ
ンダーギャップ指数につい
て紹介した。

約１ヶ月間市内公共施設に
おいて放送したことで言葉
の意味や現在の日本の水
準について周知することが
できた。

ジェンダーギャップ指数だ
けでなく、その他国際的な
男女共同参画の推進につ
いて情報を発信していく。

基本目標７：国際視点に立った男女共同参画

（１）多文化共生の視点に立った男女共同参画事業の推進

（２）国際社会の動向の把握と情報発信

＜目標指標＞

指標

男女共同参画に関する在住外国人の相
談件数

男女共同参画に関する国際的な取組事
例や情報の提供回数

＜施策の方向＞

基本施策：国際社会の動きに沿った男女共同参画の推進
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